
　 リ ード を つけ、 首輪が緩んで いな いか確かめま す。

　 小型犬などはリ ード を つけて、 ク レ ート に入れても

いいでし ょ う 。避難所では、犬は基本的にク レート（ ケー

ジ） の中で暮ら し ます。 慣れたク レ ート を 用意する こ

と は、 犬にと っ ても スト レス軽減になり ます。

　 所有者明示（ 鑑札、 注射済票） も 忘れずに！

　 場合によ っ ては、 一緒に避難でき ない場合も あり ま

す。 災害が起き る 前に、 動物を 預かっ てく れる 場所を

事前に確保し ておき まし ょ う 。

お問合せ先

● 新川厚生センタ ー

● 新川厚生センタ ー魚津支所

● 中部厚生センタ ー

● 高岡厚生センタ ー

● 高岡厚生センタ ー射水支所

● 高岡厚生センタ ー氷見支所

● 砺波厚生センタ ー

● 砺波厚生センタ ー小矢部支所

● 動物管理センタ ー

● 「 まて」、「 おいで」、 排せつなどのし つけ
● ケージに慣ら し ておく
● 知ら ない人に慣ら し ておく
● 狂犬病予防接種、 ワク チン接種
● 不妊去勢手術

TEL 0765-52-1225

TEL 0765-24-0359

TEL 076-472-4094

TEL 0766-26-8417

TEL 0766-56-2666

TEL 0766-74-1780

TEL 0763-22-4507

TEL 0766-67-1070

TEL 076-462-3467

富山県厚生部生活衛生課

　 電話 076-444-3230（ 直通）

　 〒930-8501  富山市新総曲輪 1-7

　 災害が起きたと き、 人と 犬が安全に避難できる

よう 日頃から 準備し ておきまし ょ う 。

　 避難所や仮設住宅でのト ラ ブル防止には、 健康管理や

し つけが大切です。

１  日頃から 健康管理と し つけをし っ かり と ！

● 療法食、 薬
● フ ード 、 水（ 最低５ 日分）
● 予備の食器、 リ ード
● ペッ ト シーツ
● ケージ、 ク レート 等

２  ペッ ト の防災用品を準備し まし ょ う 。

３  犬と 一緒に避難すると きは…

R6 .2

※県では、 県と 企業と の協働の推進、 県内企業や産業の活性化、

　 県の自主財源の確保等のため、 広告掲載事業に取り 組んでいます。

ペット を 災害から 守るためには何より 飼い主

さ んの命が大切です！飼い主さ ん自身の安全

対策確認も 、ペット の災害対策につながり ます。

いぬの

おねがい

犬の飼い主さ ん、

ルールを 守っ て、

一緒に住みやすい

環境つく ろ う ね

最後まで責任をも っ て

飼いまし ょ う

ペッ ト の災害対策

し ていますか？

　 飼い主には、 終生飼養の

責任があり ます。 最後まで

愛情と 責任を も っ て飼いま

し ょ う 。

　 自ら の病気な ど に よ り 、

どう し ても 飼えなく なっ た

場合には、 自分で新たな飼

い主を 見つける よ う にし ま

し ょ う 。

飼い主さ んへの

ペッ ト の災害対策チェ ッ ク ポイ ント ▶



こ んな時、どう する？

 狂犬病は、 犬をはじ めと する全ての哺乳動物にかかる

病気です。

　 人間は、 狂犬病にかかっ た動物（ 多く の場合、 犬） に

咬まれるこ と で感染し ます。 狂犬病は発症し たら 、 人も

犬も 100％死亡する恐ろ し い病気です。

　 国内では昭和32年以来発生があり ませんが、 海外で

は今も 多く の国に存在し 、 毎年約５ 万人が狂犬病にかか

り 死亡し ています。

　 万が一の海

外から の侵入

に備え、 皆さ

んの犬が狂犬

病にかから な

いよ う に予防

注射を 受けて

おく こ と が重

要です。

令和○年度

第00000号
市町村
富山県

犬鑑札
令和○年度　 注射済

富山県　 市町村

第00000号

　 犬の放し 飼いは、 原則禁止さ れています。 散歩をする

時には、 し っ かり コ ント ロールでき る長さ のリ ード を使

いまし ょ う 。

　 また、 室外に犬をつなぐ

場合は、 道路や通路に出な

いよう にし まし ょ う 。

犬が人を 咬んだら

医療機関、厚生センタ ー（ 支所）へ

　 咬傷事故のほと んどが飼い犬によるも のです。

し つけをき ちんと し て、適切な管理をし まし ょ う 。

　 も し 、 誤っ て飼い犬が人を 咬んでし まっ た場

合は、 直ち に被害者の傷口を 消毒し 、 医師の診

察を受けてく ださ い。

　 ま た、 人を 咬んだ 犬の飼

い主さ んは、 咬傷届を 厚生

セ ン タ ー（ 支所） に 届け出

てく ださ い。

飼い犬がいなく なっ たら

厚生センタ ー（ 支所）、警察署へ

　 万が一、 飼い犬が逃げてし まっ たら 、 すぐ に

厚生センタ ー（ 支所）と 警察署に連絡し まし ょ う 。

　 犬は、 人間の言葉がし ゃ べれません。

　 迷子になっ ても 誰の犬か分かる よ う にする の

も 飼い主さ んの役目です！

　 犬には、 き ちんと 所有者明示をし まし ょ う 。

（ 所有者明示には、 鑑札や注射済

票はも ち ろ ん、 迷子札、 マ イ ク

ロチッ プの装着等があり ます。）

　 迷子の犬を発見し た場合にも 、

厚生セン タ ー（ 支所） と 警察署

に連絡をし まし ょ う 。

● 繁殖を望まないのであれば、 不妊去勢手術を受けさ せ

まし ょ う 。

● たく さ んの動物を飼う 場合、 全ての動物に十分に手が

回ら ないこ と が多く 、 また、 清潔に保つのが大変です。

自分で適切に飼う こ と ができる頭数を飼いまし ょ う 。

● 普段から 健康管理に気を付けまし ょ う 。

　（ エサや水を 与えないなど世話を 十分にし ないと 虐待

罪に問われるこ と があり ます。）

● 病気やけがを し たと き は動物病院に連れて行き まし ょ う 。

● 散歩のと き はフ ンは必ず持ち帰り まし ょ う 。 水をいれ

たペッ ト ボト ルを用意し 、 おし っ こ をし た所に水を流

し まし ょ う 。

● 犬小屋やその周囲をき れいにし て、 においの発生に注

意し まし ょ う 。

● ムダ吠えなど犬のスト レスを減ら すためにも 、 十分な

散歩やし つけをし まし ょ う 。

以下のと きは、 市町村役場への届出が必要です。

● 犬を飼い始めたと き

● 飼い犬の所在地、飼主の氏名、住所に変更があっ たと き

　（ 犬の所在地が変わっ たと き は、新し い所在地の市町村に届け出まし ょ う 。）

● 飼い犬が死亡し たと き

１  登録

● 毎年１ 回必ず受けまし ょ う 。

● 飼い犬のステッ カ ーは、 住居の出入り 口の見やすい

　 と こ ろ に貼り まし ょ う 。

２  予防注射

３  鑑札と 注射済票を

 　 飼い犬につけまし ょ う

守ろ う ！３ つの決まり 事

犬の生涯一回の登録と 毎年の狂犬病予防注射は

法律で義務付けら れています

ペッ ト の適正飼養についての紹介や、

迷い犬猫情報を発信し ています！

狂犬病の発生状況

 

厚生労働省健康局結核感染症課（ 年 月 日作成）

出典：

狂犬病発生地域（ 死亡推定者数1 0 0 人未満）  

厚生労働大臣が指定する狂犬病清浄地域

狂犬病発生地域（ 死亡推定者数1 0 0 人以上）  

（ 注）報告のない国については死亡者数 人未満の国と みなし ている 。

放し 飼いは禁止です

日頃から 心掛けること

マイクロチッ プについて

狂犬病予防注射は

人の命を守るため

　 令和 4 年 6 月 1 日から犬へのマイク ロチッ プの装着が

飼い主の努力義務と なり まし た。

　 また、 マイク ロチッ プを 新し く 犬に装着し た

場合は情報登録が必要と なり ます。

　 詳し い内容は「 犬と 猫のマイク ロチッ プ情報

登録サイト 」 をご覧く ださ い。

◀

▶


